
■草津市障害者計画（後期計画）の評価

事業数

◎ ○ △

5 187 2

・相談支援機能の強化
・障害者差別解消法法の対応

・障害と障害のある人への理解の促進
・障害者差別解消法の対応
・権利擁護、虐待防止対策の充実

主な事業評価内容

●障害福祉サービスの提供については、他のサービスの利用等により計画値に対する実績値の低調な事
業もありましたが、障害者のニーズに対して必要な日常生活上の支援を行うことができました。
●施設から地域生活への移行を進めるなか、在宅やグループホーム等での対応が困難なケースが増加し
ていますが、地域移行につながったケースもあり、一定の成果がありました。

●児童生徒への相談等の強化については、県スクールカウンセラー等活用事業を実施し、不登校および集
団不適応等の学校生活上の悩み等に対して、スクールカウンセラーによる教育相談を行いました。
●精神障害者のサロン事業については、外出や交流の機会提供するなかで、精神障害者の自立や社会参
加、社会復帰を促進することができました。

●児童発達支援センター「湖の子園」については、療育が必要な子どもがスムーズに支援を受けることがで
きるようクラス編成を行い、子どもの発達段階に応じた療育を実施しました。
●発達障害のある子どもへの対応については、特別支援教育に関わる市独自の支援員を配置し、個別の
支援を充実させることにより、学校で落ち着いて過ごせる児童生徒の増加につながりました。

●余暇活動支援の取り組みについては、障害者福祉センターの教養文化講座等の開催や障害者活動支援
センターへの運営費補助を行うことで、障害者の余暇活動の支援を行いました。
●障害者スポーツの振興については、障害者スポーツ大会の参加支援などを通じて、障害者スポーツの振
興を図ることができました。

課題等

・特別支援学校卒業生の進路確保
・施設からの地域移行
・施設の整備促進

・関係機関との連携
・各種相談の対応の充実

・関係機関との連携
・障害の状況等に応じた支援の充実
・障害者差別解消法の対応

・余暇活動支援の充実
・障害者スポーツの振興

○

○

○

１－６　安心・安全に暮らせる
地域づくり

194

※評価は、担当課で実施　　　【◎】→期待を超える成果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【○】→概ね期待どおりの成果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【△】→期待未満の成果

期中評価

○

○

○

○

○

○

１－７　相談支援体制の充実
と情報受発信の強化

期中評価：各施策実現のため各種事業は概ね計画どおり実施することができたが、計画期間中の情勢の変化などもあり、継続して取り組みが必要な課題もある。

・障害と障害のある人への理解の促進
・社会参加の促進
・障害者差別解消法の対応

●就労支援については、利用者からの相談に応じ、ハローワーク等との連携を図りながら、新規就業や職
場定着に向けた支援を行うことができました。
●就労アセスメントについては、アセスメントの実施を促進し、本人の希望を考慮しつつ将来的な就労の可
能性も含めた就労面の評価を行いました。

●孤立化防止対策事業については、事業の実施により、訪問先からの反応が良くなるなど、一定の成果が
得られました。
●障害者福祉センターにおける地域福祉活動については、地域交流事業として地域の祭りに参加する等、
地域福祉活動を推進しました。

●障害者福祉センターの機能強化については、様々な障害者のニーズに対応した相談支援を行うことで、
障害者の自立と地域生活を支援することができました。
●計画相談支援については、障害福祉サービスおよび地域相談支援を利用する全ての障害者を対象に、
サービス利用時にサービス等利用計画の策定、利用状況の検証と見直しを行いました。

●障害者差別解消法については、職員研修の実施や、当事者の参加を得てワークショップを開催し、差別
解消に向けた具体的な取り組みについて「草津市職員対応要領」に反映させました。
●成年後見制度の利用促進については、障害等により判断能力不十分な方に対して相談・申立支援等を
行い、制度の利用促進を図りました。

●手話通訳者の配置については、応募がなく２名を配置することはできませんでしたが、手話通訳者による
手話のほか筆談などを行い、コミュニケーションの確保を図りました。
●移動支援事業については、地域での自立した生活および社会参加を促進するため、障害者等が外出す
る時の移動支援を行いました。

・就労支援の充実
・職場定着支援の充実
・関係機関との連携

・相談体制の充実
・孤立化防止対策の継続
・地域福祉活動の推進

評価

基本的施策

１．障害のある人の暮ら
しを支えるサービス基盤

の充実

２．障害と障害のある人
への理解の促進と尊厳

の保持

３．福祉のまちづくりの推
進

施策分野

１－１　日常生活の基本を守
る取り組みの充実

１－２　健やかに生きるため
の取り組みの充実

１－３　安心してともに育ち学
べる保育・教育環境の整備

１－４　遊びや文化・スポーツ
活動等に参加し親しむ機会
づくり

１－５　社会参加と自己実現
のニーズへの対応強化
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